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９
月
１
日
〜
９
月
10
日
は
国
土

交
通
省
が
定
め
る
「
屋
外
広
告
物

適
正
化
旬
間
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

群
馬
県
で
は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

９
月
１
日
〜
９
月
30
日
を
屋
外
広

告
物
美
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と

し
て
、
違
反
簡
易
広
告
物
の
除
却

作
業
や
違
反
広
告
物
の
是
正
指
導

な
ど
、
屋
外
広
告
物
の
適
正
表
示

に
向
け
た
取
り
組
み
を
重
点
的
に

実
施
し
ま
す
。

　

住
民
の
皆
さ
ん
も
、
無
断
で
自

宅
の
塀
に
表
示
さ
れ
て
い
る
広
告

物
や
道
路
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る

広
告
物
な
ど
、
違
反
広
告
物
と
思

わ
れ
る
も
の
を
見
つ
け
た
場
合
は
、

伊
勢
崎
土
木
事
務
所
施
設
管
理
係

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

広
告
板
、
立
看
板
な
ど
の
屋
外

広
告
物
は
、
情
報
発
信
や
ま
ち
の

に
ぎ
わ
い
を
創
出
す
る
重
要
な
広

告
媒
体
で
す
が
、
無
秩
序
に
設
置

さ
れ
る
と
ま
ち
の
景
観
を
損
ね
た

り
、
ま
た
、
適
切
な
管
理
が
な
さ

れ
て
い
な
い
と
、
人
々
に
危
害
を

及
ぼ
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

群
馬
県
は
屋
外
広
告
物
条
例
を

制
定
し
て
、
屋
外
広
告
物
が
表
示

で
き
る
地
域
や
物
件
の
ほ
か
、
広

告
物
の
表
示
面
積
や
高
さ
な
ど
、

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
ル
ー
ル
を

定
め
て
い
ま
す
。
玉
村
町
で
屋
外

広
告
物
を
表
示
す
る
た
め
に
は
、

群
馬
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
従
っ

て
、
原
則
、
許
可
を
受
け
る
こ
と

が
必
要
で
す
。
（
小
規
模
な
自
家

広
告
物
な
ど
、
一
部
の
場
合
を
除

く
）
許
可
申
請
窓
口
は
、
伊
勢
崎

土
木
事
務
所
で
す
。

　

屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
際
は
、

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
適
正
な
屋
外

広
告
物
の
表
示
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

条
例
に
違
反
し
た
広
告
物
を
表

示
し
た
場
合
に
は
、
勧
告
や
措
置

命
令
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
群
馬
県
で
は
、
平
成
29
年
４

月
か
ら
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
に
、

氏
名
を
含
む
違
反
事
実
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
氏
名
公
表
制
度

を
導
入
し
ま
し
た
。
悪
質
な
違
反

の
場
合
に
は
、
罰
金
刑
な
ど
の
罰

則
も
あ
り
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
基
準
や

許
可
の
申
請
方
法
に
つ
い
て
は
、

群
馬
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

確
認
で
き
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
に
「
屋
外
広
告
物
の
手
引
き
」

も
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
参

照
く
だ
さ
い
。

　

　

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
、

お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
公
職
選

挙
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
有
権
者
が
政
治
家
に
寄
附
や

贈
り
物
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
寄
附
禁
止
の
ル
ー

ル
を
守
っ
て
、
明
る
い
選
挙
を
実

現
し
ま
し
ょ
う
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

②
政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘・

要
求
の
禁
止

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の
寄
附
の

禁
止

④
政
治
家
の
後
援
団
体
の
寄
附
の

禁
止

⑤
年
賀
状
等
の
挨
拶
状
の
禁
止

　
（
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る

も
の
を
除
く
）

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料

広
告
の
禁
止

　

（
⑤
以
外
の
項
目
で
処
罰
さ
れ

る
と
公
民
権
停
止
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
）

　

次
の
も
の
も
、
政
治
家
の
寄
附

禁
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
お
中
元
・
お
歳
暮

○
お
祭
り
へ
の
寄
附
・
差
し
入
れ

　

地
域
の
運
動
会
・
ス
ポ
ー
ツ
大

会
へ
の
飲
食
物
等
の
差
し
入
れ

○
葬
儀
の
花
輪
・
供
花

○
落
成
式
、
開
店
祝
等
の
花
輪

○
入
学
・
卒
業
祝

○
病
気
見
舞

○
町
内
会
の
集
会
・
旅
行
等
の
催

物
へ
の
寸
志
・
飲
食
物
の
差
し

入
れ

○
秘
書
な
ど
が
代
理
で
出
席
す
る

場
合
の
結
婚
祝

○
屋
外
広
告
物
に
は
ル
ー
ル

　
が
あ
り
ま
す

○
違
反
広
告
物
の
表
示
に
は

　
罰
則
が
あ
り
ま
す 伊

勢
崎
土
木
事
務
所
施
設
管
理
係 

☎（
25
）4
0
1
0

屋
外
広
告
物
美
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
ま
す

屋
外
広
告
物
美
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
ま
す

屋
外
広
告
物
美
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
ま
す

玉
村
町
選
挙
管
理
委
員
会
（
総
務
課
） 

☎（
64
）7
7
1
2

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
、
有
権
者
が

求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
、
有
権
者
が

求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

みんなで徹底「三ない運動」みんなで徹底「三ない運動」
政治家は寄附を

有権者は寄附を

政治家から寄附を

贈らない！

求めない！

受け取らない！

贈らない！

求めない！

受け取らない！

贈らない！

求めない！

受け取らない！
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